
関越自動車道高架下活用区間環境影響調査 

【 概 要 版 】 

 

■ 現況把握 

表１ 調査内容 

調査項目 調査内容 調査地点 調査期間 

騒音・振動 一般環境騒音・振動 2地点 
平成23年 2月 26日(土)7時 

～2月 27日(日)7時

一般環境大気質 
（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）大気汚染・ 

通風 
風向、風速 

1地点 
平成23年 2月 22日(火)0時 

～2月 28日(月)24時

交通量 断面交通量 2地点(1断面) 平成23年 2月 24日(木)7時～19時 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 騒音・振動 

等価騒音レベル(ＬAeq)の昼間の平均は62～63dB、夜間の平均は56～58dB、24時間の平均は61～62dBであっ

た。 環境基準と比較すると、昼間、夜間ともに環境基準を下回っていた。 

 

表２ 騒音調査結果 
                         単位：dB 

 地点１   地点２   

昼間 夜間 24時間 昼間 夜間 24時間 

平均 63  58  62  62  56  61 

最高 64.0  62.0  64.0  63.2  59.8  63.2 
調査結果 

（ＬAeq） 
最低 61.2  54.8  54.8  59.9  52.6  52.6 

環境基準 70 65 － 70 65 － 

 

振動レベル(Ｌ10)の昼間の平均は 42～45dB、夜間の平均は 39～42dB、24 時間の平均は 40～44dB であり、い

ずれの地点も「人体に感じない程度」の振動レベルであった。 

 

表３ 振動調査結果 
                         単位：dB 

 地点１   地点２  
 

昼間 夜間 24時間 昼間 夜間 24時間 

平均 45 42 44 42 39 40 

最高 46 45 46 43 42 43 
調査結果 

（Ｌ10） 
最低 43 40 40 41 35 35 

※振動の目安  

 

 

 

 

 

 

２ 大気汚染・通風 

二酸化窒素の日平均値の調査期間平均値は 0.024ppm、日平均値の最高値は 0.034ppm、１時間値の最高値は

0.052ppmであり、環境基準を下回っていた。 

 

表４ 大気汚染調査結果（調査項目：二酸化窒素） 

現地調査結果（ppm） 

調査期間平均値 日平均値最高値 １時間値最高値 
環境基準 

0.024 0.034 0.052 
１時間値の１日平均値が 0.04ppm から
0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下で
あること。 

 

二酸化窒素の日平均値の調査期間平均値は0.026 mg/m3、日平均値の最高値は0.041 mg/m3、１時間値の最高値

は0.078 mg/m3であり、環境基準を下回っていた。 

 

表５ 大気汚染調査結果（調査項目：浮遊粒子状物質） 

現地調査結果（mg/m3） 

調査期間平均値 日平均値最高値 １時間値最高値 
環境基準 

0.026 0.041 0.078 
１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3以下
であり、かつ、１時間が 0.20mg/m3以下
であること。 

 

図１ 調査地点位置図 
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最多風向は NNE(北北東)、期間平均風速は 1.4m/s、1 時間値の最高値は 5.2m/s であった。風速が 0.4m/s 以

下であるcalm(静穏率)は 20.2％であった。 

 

表６ 風向・風速調査結果 

風向 風速(m/s) 

最多風向 出現率 静穏率 期間平均値 １時間値最高値 

NNE 25.0% 20.2% 1.4 5.2 

注）出現率：最多風向の出現する割合 

  静穏率：風速が0.4m/sであった割合 

 

 

表７ 風環境評価尺度 

評価される強風のレベルと 

許容される超過頻度 

日最大瞬間風速注) 
強風による影響の程度 

対応する空間 

用途の例 

10m/s 15m/s 20m/s 

10％ 0.9％ 0.08％ ランク１ 

最も風の影響を受けやすい用途の場所 

住宅地の商店街 

野外レストラン （37日） （3日） （0.3日）

22％ 3.6％ 0.6％ ランク２ 

風の影響を受けやすい用途の場所 

住宅街 

公園 （80日） （13日） （2日）

35％ 7％ 1.5％ ランク３ 

比較的風の影響を受けにくい用途の場所 
事務所街 

（128日） （26日） （5日）

注)日最大瞬間風速（評価時間2～3秒）は、以下の現象が確実に発生する。 

     10m/s：ごみが舞い上がる。干し物が飛ぶ。 

     15m/s：立看板、自転車等が倒れる。歩行困難。 

     20m/s：風に吹き飛ばされそうになる。 

 

 

 

３ 交通量 

12時間の断面交通量は、北側地点（大泉IC方向）が2,474台、南側地点（大泉学園通り方向）が1,915台で

あり、大型車混入率は、北側地点（大泉IC方向）が3.2％、南側地点（大泉学園通り方向）が4.1％であった。  

当該道路の可能交通容量は北側・南側とも1,195台/時であり、調査結果（ピーク時間交通量）はこれを下回

ることから、現状において当該道路の混雑は見られない。 

 

表８ 交通量調査結果 

調査地
点 

方向等 
12時間 
交通量 
[台] 

大型車 
混入率 
[％] 

ピーク時間 
交通量 
[台/時] 

可能交通 
容量 

[台/時] 

北側 大泉IC方向 2,474 3.2 301（ 7時台） 1,195 

南側 大泉学園通り方向 1,915 4.1 233（17時台） 1,195 

合 計 4,389 3.6 440（ 8時台） － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 環境影響予測 

 

１ 風環境 

施設整備前後の活用区間周辺で卓越する北北西風の場合、関越自動車道高架下では風が周囲に比べて強い傾

向がみられる。施設整備後には建物近傍では施設整備前に比べて風が弱くなるが、建物が予定されていない区

間および関越自動車道周辺における風の強さはほとんど変化しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 北北西風の風速比分布 

施設整備前 

施設整備後 



施設整備前後の活用区間周辺での風環境評価では、施設整備前は関越自動車道周辺ではランク１と穏やかな

風環境となっているが、関越自動車道高架下はやや風が強いランク２となっている。 

施設整備後、計画建物近傍ではランク２がランク１となるが、建物が予定されていない区間および関越自動

車道周辺におけるランクの変化はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 風環境評価結果 

 

２ 交通量 

活用区間に整備する施設に係る自動車発生集中交通量は104台/日と予測される。 

 

表９ 交通量予測結果 

用 途 
自動車発生集中 

交通量 
算出根拠 

 (台/日)  

高齢者センター  57 

リサイクルセンター   9 

既存施設の利用者数から「パーソントリッ

プ調査」の自動車利用率を適用して算出 

倉庫   2 年間 240台と想定 

スポーツ関連施設  18 
1日利用団体9団体、車の利用は2/3、1団

体3台利用と想定 

計 104  

 

 

ピーク時間の発生集中交通量は 12 台/時（発生・集中各 6 台/時）と設定すると、現況調査結果と合わせて、

当該道路のピーク時間交通量は、北側（大泉IC方向）が307台/時、南側（大泉学園通り方向）が239台/時と

予測される。当該道路の可能交通容量は北側・南側とも1,195台/時であることから、当該道路への影響はほと

んど見られない結果となる。 

 

表１０ 断面交通量の予測結果 

予測 
地点 

方向等 
施設整備前の 

ピーク時間交通量 
[台/時] 

施設整備後の 
ピーク時間交通量

[台/時] 

可能交通容量 
[台/時] 

北側 大泉IC方向 301 307 1,195 

南側 大泉学園通り方向 233 239 1,195 

 

 

３ 大気汚染 

二酸化窒素の将来濃度は 0.03474ppm～0.03489ppm であり、施設整備後の関連車両の走行に伴う付加率は

0.03％～0.26％とわずかである。浮遊粒子状物質の将来濃度は 0.04116mg/m3～0.04121mg/m3 であり、施設整備

後の関連車両の走行に伴う付加率は0.00％～0.07％とわずかである。 

したがって、施設整備後においても二酸化窒素・浮遊粒子状物質とも環境基準を満足する結果となる。 

 

表１１ 二酸化窒素の予測結果 
単位：ppm

ﾊﾞｯｸ 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃度 

現況交通 
による濃度 

関連車両に伴う 
付加濃度 

将来濃度 
関連車両の 
走行に伴う 
付加率 

予測 
地点 

予測 
断面 

① ② ③ ④=①+②+③ ⑤=③/④×100

北側 0.00081 0.00001 0.03482 0.03％ 活用区間 

中央部 南側 0.00073 0.00001 0.03474 0.03％ 

北側 0.00081 0.00008 0.03489 0.23％ 高齢者センター
予定地 南側 

0.034 

0.00073 0.00009 0.03482 0.26％ 

 

 

 

 

 

 

施設整備前 

施設整備後 



表１２ 浮遊粒子状物質の予測結果 
単位：mg/m3

ﾊﾞｯｸ 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
濃度 

現況交通 
による濃度 

関連車両に伴
う 

付加濃度 
将来濃度 

関連車両の 
走行に伴う 
付加率 

予測 
地点 

予測 
断面 

①  ② ③ ④=①+②+③ ⑤=③/④×100

北側 0.00019 0.00000 0.04119 0.00％ 活用区間 

中央部 南側 0.00016 0.00000 0.04116 0.00％ 

北側 0.00018 0.00003 0.04121 0.07％ 高齢者センター 
予定地 南側 

0.041 

0.00017 0.00002 0.04119 0.05％ 

 

 

４ 騒音・振動 

施設整備後における騒音レベルは 62.1～63.1dB、振動レベルは 43.2～46.2dB であり、施設整備後の関連車

両の走行に伴う騒音レベルの増加分は0.1dB、振動レベルの増加分は0.2dBとわずかである。 

したがって、施設整備後においても騒音は環境基準を下回り、振動も「人体に感じない程度」を維持する結

果となる。 

 

表１３ 騒音の予測結果 

単位：dB

等価騒音レベル（LAeq） 

予測地点 
道路端から

の距離 

時間 

区分 
施設整備前の 

騒音レベル 

施設整備後の 

騒音レベル 

騒音レベルの

増加分 

活用区間中央部 12.5ｍ 昼間 63.0 63.1 0.1 

北側 62.0 62.1 0.1 高齢者センター 

予定地 南側 
 5.0ｍ 昼間 

62.0 62.1 0.1 

注 1) 時間区分 昼間：6:00～22:00 

注 2) 施設整備前の騒音レベルは現地調査結果（活用区間中央部：地点１の昼間の値、高齢者センター予定

地：地点２の昼間の値）を用いた。 

 

表１４ 振動の予測結果 

振動レベル（L10） 

予測地点 
道路端から

の距離 
施設整備前の 

振動レベル 

施設整備後の 

振動レベル 

振動レベルの

増加分 

活用区間中央部 12.5ｍ 46.0 46.2 0.2 

北側 43.0 43.2 0.2 高齢者センター 

予定地 南側 
 5.0ｍ 

43.0 43.2 0.2 

注) 施設整備前の振動レベルは現地調査結果の最高値（活用区間中央部：地点１の値、高齢者センタ

ー予定地：地点２の値）を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 環境影響の検討 

 

○ 風環境の面から 

活用区間周辺での風環境評価では、施設整備前は関越自動車道周辺ではランク１、関越自動車道高架下はや

や風が強いランク２となっている。 

施設整備後、計画建物近傍ではランク２がランク１となる。これは、「年間における強風の出現頻度が少なく

なる」ということであることから、風環境としては良好になる。なお、建物が予定されていない区間および関

越自動車道周辺における風環境の変化はない。 

高架下利用にあたっては、施設等の設置並びにスポーツなどの屋外活動に対し、特に風環境に対して配慮す

る必要はないと考えられる。 

 

○ 大気汚染の面から 

施設整備後の活用区間周辺における二酸化窒素の付加率は 0.03％～0.26％、浮遊粒子状物質の付加率は

0.00％～0.07％とわずかである。 

計画建物近傍では現況よりも風速が弱まることから、建物が予定されていない区間と比較して大気汚染物質

の付加率が若干高くなるものの、わずかな差である。 

高架下利用にあたっては、現況において周辺の常時監視測定局と同程度の濃度であり、また、大気汚染に係

る環境基準を満足していることから、施設等の設置並びにスポーツなどの屋外活動に対し、大気汚染の影響に

対して特に配慮する必要はないと考えられる。 

 

○ 騒音・振動の面から 

施設整備後における活用区間周辺における騒音レベルの増加分は0.1dB、振動レベルの増加分は0.2dBとわず

かである。 

高架下利用にあたって、騒音レベルは現況において周辺の常時監視測定局と同程度であり、また、騒音に係

る環境基準を満足していることから、施設等の設置にあたっては幹線道路沿いにおける防音性能程度を有して

いれば問題はなく、スポーツなどの屋外活動に対しても支障を及ぼすことはないと考えられる。また、振動レ

ベルについては「人体に感じない程度のレベル」であるため、高架下利用にあたって特に配慮する必要はない

と考えられる。 

 


